
津市文化財保護事業補助金交付要綱  

 

  平成１８年３月３１日訓第１６４号  

 

 改正 平成２４年３月３１日訓第３２号  

    令和４年３月３１日訓第３１号  

 

 （趣旨）  

第１条 この要綱は、本市の区域内に存する文化財の保存及び活用を図り、も

って文化の向上に資するため、津市補助金等交付規則（平成１８年津市規則

第４４号。以下「規則」という。）の規定に基づき補助金を交付することに

関し必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条 この要綱において「文化財」とは、次の各号のいずれかに該当するも

のをいう。  

⑴ 文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）の規定により指定されたも

の（以下「国指定文化財」という。）  

⑵ 三重県文化財保護条例（昭和３２年三重県条例第７２号）の規定により

指定されたもの（以下「県指定文化財」という。）  

⑶ 津市文化財保護条例（平成１８年津市条例第２４５号）の規定により指

定されたもの（以下「市指定文化財」という。）  

 （名称）  

第３条 第１条の補助金は、「文化財保護事業補助金」（以下「補助金」とい

う。）と称する。  

（交付の対象）  

第４条 補助金は、本市の区域内に存する文化財の所有者、管理団体、保持者、

保持団体又は市長が必要と認める団体に対してこれを交付するものとする。 

（補助事業等）  

第５条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の内容、

交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び交付限度額は、

別表のとおりとし、予算で定める範囲内においてこれを交付するものとする。 

 （交付申請の期限）  

第６条 規則第３条第１項の別に定める期日は、毎年４月３０日とする。ただ



し、これにより難い場合は、市長が別に定める日とする。  

 （実績の報告）  

第７条 規則第１２条の規定による実績報告書（規則第６号様式）の提出は、

補助事業が完了した日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付

の決定に係る会計年度が終了する日のいずれか早い日までにこれを行わな

ければならない。  

 （委任）  

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  

   附 則  

 この訓は、平成１８年４月１日から施行する。  

   附 則（平成２４年３月３１日訓第３２号）  

 この訓は、平成２４年４月１日から施行する。  

   附 則（令和４年３月３１日訓第３１号）  

 この訓は、令和４年４月１日から施行する。  



別表(第５条関係）

種別 区分 補助対象経費 交付限度額

国指定文化財 国補助金の対象経費 県補助金の２分の１以内の額

県指定文化財 県補助金の対象経費 県補助金の２分の１以内の額

市指定文化財

消耗品費、印刷製本費、調査・測量委託料、設
計監理委託料、工事請負費、原材料費等（これ
らの経費の合計が１５万円以上の場合に限
る。）

補助対象経費の２分の１以内の
額

国指定文化財 国補助金の対象経費 県補助金の２分の１以内の額

県指定文化財 県補助金の対象経費 県補助金の２分の１以内の額

市指定文化財

消耗品費、印刷製本費、調査・測量委託料、設
計監理委託料、工事請負費、原材料費等（これ
らの経費の合計が１５万円以上の場合に限
る。）

補助対象経費の２分の１以内の
額

国指定文化財 国補助金の対象経費 県補助金の２分の１以内の額

県指定文化財 県補助金の対象経費 県補助金の２分の１以内の額

市指定文化財

報償費（外部講師指導謝金）、旅費（調査旅
費･講師旅費）、消耗品費、印刷製本費、修繕
料、保険料、使用料及び賃借料、備品（用具）
購入費等（１５万円以上の経費に限る。）

補助対象経費の２分の１以内の
額（１０万円を限度額とす
る。）

保存
修理
事業

防災
事業

補助対象経費の２分の１以内の
額（２万円を限度額とする。）

補助事業の内容

(1) 講習会、研修会等の開
　催
(2) 公開活動
(3) 用具衣装の新調修理
(4) 記録作成等

(1) 消火、防犯設備設置
　工事等
(2)　耐火構造の保存施設
　 整備工事等
(3) 鳥獣虫害防除、危険木
  診断及び危険木対策工事
(4) 耐震診断（予備診断を
　含む。）及び耐震対策工
　事
(5) 災害復旧工事

管理
事業

　保存修理工事等

伝承者
養成・

公開事業

　荒廃防止のための除草、
清掃等の維持管理（屋外に
ある有形文化財に限る。）

消耗品費、燃料費、保険料、原材料費、委託
料、使用料及び賃借料等国指定文化財

県指定文化財
市指定文化財

無
形
文
化
財

有
形
文
化
財



国指定文化財 国補助金の対象経費 県補助金の２分の１以内の額

県指定文化財 県補助金の対象経費 県補助金の２分の１以内の額

市指定文化財

消耗品費、印刷製本費、調査・測量委託料、設
計監理委託料、工事請負費、原材料費等（これ
らの経費の合計が１５万円以上の場
合に限る。）

補助対象経費の２分の１以内の
額

国指定文化財 国補助金の対象経費 県補助金の２分の１以内の額

県指定文化財 県補助金の対象経費 県補助金の２分の１以内の額

市指定文化財

消耗品費、印刷製本費、調査・測量委託料、設
計監理委託料、工事請負費、原材料費等（これ
らの経費の合計が１５万円以上の場
合に限る。）

補助対象経費の２分の１以内の
額

国指定文化財 国補助金の対象経費 県補助金の２分の１以内の額

県指定文化財 県補助金の対象経費 県補助金の２分の１以内の額

市指定文化財

報償費（外部講師指導謝金）、旅費（調査旅
費･講師旅費）、消耗品費、印刷製本費、修繕
料、保険料、使用料及び賃借料、備品（用具）
購入費等（１５万円以上の経費に限る。）

補助対象経費の２分の１以内の
額

国指定文化財 国補助金の対象経費 県補助金の２分の１以内の額

県指定文化財 県補助金の対象経費 県補助金の２分の１以内の額

補助対象経費の２分の１以内の
額（２万円を限度額とする。）

　荒廃防止のための除草、
清掃等の維持管理（屋外に
ある有形民俗文化財に限
る。）

消耗品費、燃料費、保険料、原材料費、委託
料、使用料及び賃借料等

　保存修理工事等

伝承
基盤
整備
事業

(1) 保存修理（復旧）工事
(2) 消火、防犯設備設置
  工事等

防災
事業

管理
事業

保存
修理
事業

(1) 消火、防犯設備設置工
　事等
(2) 耐火構造の保存施設整
　備工事等
(3) 災害復旧工事

有
形
民
俗
文
化
財

国指定文化財
県指定文化財
市指定文化財

国指定文化財
県指定文化財
市指定文化財

補助対象経費の２分の１以内の
額（５万円を限度額とする。）

(1) 用具衣装の新調修理
(2) 伝承者養成
(3) 記録作成
(4) その他基盤整備

報償費（外部講師指導謝金）、消耗品費、印刷
製本費、修繕料、保険料、手数料、使用料及び
賃借料、備品（用具）購入費等

　伝承活動

無
形
民
俗
文
化
財 伝承

活動
事業



市指定文化財

消耗品費、印刷製本費、調査・測量委託料、設
計監理委託料、工事請負費、原材料費等（これ
らの経費の合計が１５万円以上の場合に限
る。）

補助対象経費の２分の１以内の
額

備考　市長が必要と認める団体に対する市指定文化財に係る補助金の交付限度額については、補助対象経費の１００分の３５に相当する額
　を限度として加算することができる。

消耗品費、燃料費、保険料、原材料費、委託
料、使用料及び賃借料等

  工事等
(3) 病害虫駆除及び保護再
  生
(4) 環境整備
(5) 耐震診断（予備診断を
  含む。）及び耐震対策工
  事
(6) 災害復旧工事

史
跡
名
勝
天
然
記
念
物

復旧
修理
・

防災
事業

　荒廃防止のための除草、
清掃、防虫剤散布、施肥等
の維持管理

補助対象経費の２分の１以内の
額（２万円を限度額とする。）国指定文化財

県指定文化財
市指定文化財

管理
事業


